
要指導医薬品
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イ 再審査を終えていないダイレクトOIC

指導が行われることが
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品 (第 1類 医薬品を除く。)で あって厚生労働大臣が指定するもの.(一般用筐栞品の中
で 1,スクが比較的高い医薬品を指します .)
第 21鎮医薬品の中で、特別な注意を要するものとして厚生労働大重が指定するものを「指
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要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 薬局の管理及び運営に関する事項

お客様ヘ
当薬局は、法に基づく医薬品の情報提供を適切に行うための構造設備及び販
売体制を下記の通り整備しております。尚この提示は、法第 9条の4によって
義務付けられております。

1.許可区分 :薬局

2.許可証の記載事項
・薬局開設者名 :(有 )野間栗局 J―Front(株 )代表取締役 百遺文
・薬局名 :  各店のHP参照
・許可番号 :

・許可年月日 :

・有効期間 :

・所在地 :  各店のHPを 参照
・所轄自治体名 :

3.薬局管理者 :氏名 (薬剤師)

4.当該薬局に勤務する薬剤師・登録販売者の別、氏名、担当業務
a薬剤師  : 氏名

担当業務
b登録販売者 (従事した期間が 2年以上 )

氏名
担当業務

c登録販売者 (従事した期間が 2年末満 )
氏名
担当業務

5,取 り扱う医薬品の区分
図要指導医薬品  日第 1類医薬品  日指定第 2類医薬品
日第 2類医薬品  日第 3類医薬品
6.勤務者の名札等による区別
・薬剤師は白衣を着用し「薬剤師」と書いた名札をつけています。
・登録販売者は「登録販売者」 (従事した期間が 2年末満のものは名札に
「研修中」と記載)と書いた名札を付けています。

7.①営業時間での相談対応時間及び連絡先

・定休日 :医療情報ネット参照
・連絡先 :

②営業時間外での相談対応時間及び連絡先

・連絡先 :医療情報ネット参照

③営業時間外で医薬品の購入又は譲り受けの申し込みを受理する時間

8.緊急時における連絡先
・連絡先 :医療情報ネット参照

拿法は医薬品、医療機器等の品質.有効性及び安全性の確保等に関する去律 を示 します

安心 して薬局サー ビスを受けていただ くために

(お 知 ら せ )

当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個
人情報保護の取扱いに関する基本方針にもとづいて、常に皆様の個人情報を
適切に取り扱つています。また、当薬局における個人情報の利用目的は、次
に掲げる事項です。
個人情報の取扱いについて、ご不明な点や疑問などがござしヽましたら、お

気軽にお問い合わせください。

《皆様の個人情報の利用目的》

○当薬局における調剤サービスの提供

○医薬品を安全に使用していただくために必要な事項の把握 (副作用歴、

既往歴、アレルギー、体質、併用薬、ご住所や緊急時の連絡先など)

○病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者など

との必要な連携

○病院、診療所などからの照会への回答

○家族などへの薬に関する説明

○医療保険・介護保険等の請求事務 (審査支払機関への調剤報酬明細書 (レ

セプト)の提出、審査支払機関又は保険者への照会、審査支払機関また

は保険者からの照会への回答など)

○薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談または届出など

○調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

○当薬局内で行う症例研究

○当薬局内で行う薬学生の薬局実務実習

○外部監査機関への情報提供

○その他の利用目的

個人情報保護に関する基本方針

1.基本方針
および「医

のヽためのガイ ス」 (個人
を遵守し 良質な薬局サー

リ扱います。るために、

2.具 体的な取 り組み
当薬局は、皆様の個人情報を適切に取り扱うために、次の事項を実施します。

(1)個人情報保護法およびカイダンスをはじめ、関連する法令を遵守します。
(2)個人情報の取扱いに関するルール (運用管理規定)を策定し、個人情報取扱責任
者を定めるとともに、従業員全員で遵守します。

(3)個人情報の適切な保管のために個人情報保護法及びガイダンスに沿って安全管理
措置を講じ、漏洩・減失・棄損の防止に努めます。

(4)個人情報を適切に取り扱つていることを定期的に確認し、問題が認められた場合
には、これを改善します。
(5)個人情報の取得にあたつては、あらかじめ利用目的を明示し、その目的以外には
使用しません。ただし、本人の了解を得ている場合、,去令に基づく場合、個人を

識別できないよう匿名化した場合などは除きます。

(6)業務を委託する場合は、委託先に対し、当薬局の基本方針を十分理解の上で取り
扱うよう求めるとともに、必要な監督・改善措置に努めます。

(7)個人情報の取扱いに関する相談体制を整備し、適切かつ迅速に対応します。

3. オロ言炎体制

当薬局は、次の事項についてご本人から申し出があった場合、適切かつ迅速

に対応 します。

(1)個人情報の利用目的に同意しがたい場合
(2)個 人情報・第二者提供記録の開示、訂正、利用停止など (法令により応じられ
ない場合を除く)
(3)個 人情報が漏洩・減失・棄損した場合、または、その可能性が疑われる場合
(4)その他、イ国人情報の取扱いについてご質問やご不明な点がある場合

※個人情報の取扱いに関して同意したことによつて生ずる結果について、本人が判断

できる能力を有していないなどの場合は、親権者や法定代理人等から同意を得る

必要があります。

開  設  者
個人情報取扱責任者
(お問い合わせ先)
電 話 番 号
ファクシミリ
ホームページ
Eメール

(有 )野間薬局 J‐ FЮnt(株 )
菅 道文
〒 81■∞41 福岡市南区野間2‐1-1

092-514-3436
092-511-3480

httpsI″ぅomapharmacy.com/

福岡県葉剤師会 (20241n-1)

指定第 2類医薬品
第 2類医薬品

一般用医薬品の陳冽
|こ 関する解説 言こ墾雪薬]博蓋百座層蟹菖弯F,をめ,結鱗夕:漫]lr7譜鶏騎燿9馨甲撃螢型¥Fいます。

|



こ関する事項

調剤管理料

(4/28/50/60点 )

お栞手帳等 (こ よつ服月中の医薬品等 {こ ついて確認するとともに 処方された案剤 (こついて患者さん
又はその家族等から服葉状 時ヽ の情報を収集し.必要な薬学的分析を行つた上で.薬剤服用歴への
記録その他の管理を行います.

服薬管理指導料

(45/59点 )

思者さんごと|=■成した葉剤服用歴 、薬整 )|こ 基ついて '生 築に係る薬剤の名称.用法 用量 効
能 効薯.副作用及び相互■用に関する主な情報 後発医薬品に関する情報を重剤情報提供文書に
より提供し 葉剤の服用に関して基本的な説明や必要な指導を、1面又は情報通信機器を用いてオン

ラインで行い 必要に応してお菜の交付後も経続的 |こ服柔管理を行いまつ .
お薬手帳には.調剤□.投薬に係る莱剤の名綺.用法 .用菫その他服用に際 t′て注意 |べき事項を

かかりつけ薬剤師指導料
(76 点 )

患者さんか選択した 1名の 「かかりつけ楽割師」が 保険医と連携して他の医療機関や桑局からの

導等を′
=う
ものです。「かかつつけ栞剤師」は保険薬剤師として相当の経験と実績を有しており

医名・集局名を記載します。

かかりつけ薬剤師包括管理料
(291点 )

医療機関で 馳 鍼包括診療加聾」若しくは 昭 知症地1域●括診療加簗」又は 柚 域包括診療料」
若しくは 昭 知症地域包括診療料」を算定されていろ患者さんで同意を得た場合繰 剤調製料の

・時

間外等加算」.r夜間

“

木日等加算」.「在宅患吉調剤加算」及び「在宅患者訪円菜剤管理指導料」「在

宅患者繋急訪問薬剤青理指導料 1.「 在宅患書緊急時等共同指1専料」 腿 院時共同指導料」「経管投

栞支援 1」」 「使用蓋剤料」.時 定保険医療材料料」以外の鷲用が包話される 「かかつつけ集刹師包
括管:里料 1を策定します .

当薬局の行っているサービス内容について
下記表中の点数は全て 1点 =10円です。

無菌裂剤処理′n専
(69/79点 )

6茂未満の乳幼児の場合
(137/14フ 点)

別に厚生労働共巨が定■ ζ磨議事準に彗金しているもつと ,´ I地方厚生月景等〔属 :・3t保摯真鳥

:導料に関する事項

1 :壼~建物診痕患者が1人の場合
650点 /回

2:単一建物診療患者が2人以上
9人以下の場合

320点 /回
1及び 2以 外の場合

290点 /回
t宅憲者オンライン案剤管理指導料

(59点 )
在宅で療護を行つている患者さんであって通匠が函難な方に対 _て  情報通信擁器を用いた薬学的
管理,ひ指導 ′訪問業斉.1管理指導と同曰 |こ行う場合を除く )を行 った場合に算定します.

に関する事項

局長等に属けじた保険薬局において調剤した場合 基準」こ孫る区分に応して所定の点数を加算しま■ .

及び都値府県等の連携|こより 災言ヌ1ま新興感栞口 ,発生す0弁常崎
ろ保険事局において.調 ,ヽした場合に所,tの点夕を,露します。

在宅葉学総合体制加算
(lS/50点 )

当薬局は厚生労働大臣が定める施設基準を
満たしている保険薬局です

1 どの保険医療機関の処方箋ても応需します.
2 (   ,調 剤基本料 (   〕の施設基準に該当します .

4 在宅で糠 されている患者さんを訪間して服薬指導等を行つた実隔を有します .
5 かかりつけ栞剤師指導料及びかかりつけ菜剤師包括管理料に係る届出を行つています。
6 保険医療機関や悪者さん等の求めに応 じて服用薬の1青報提供を行つた実績を有します .
フ 研修認定を1:又得した保険薬剤師が地域の他競種と連携する会議に出席しています .
S 時間外等及て下夜間・体曰等の対応実績を有します .

10 重複投薬 相互作用等防止の取組実績を有します .

12 外来服栞支援料 1の算定実績を有 します.
13 服用案剤調製支援料の算定実績を有 します .
14 1籐 情報等提供料の算定実続を有します .
15 '」 児ヽ特定加算を算定しています´

18 休日.夜間を含む開局時間外 1こ おいて調剤および在宅業務に対応できる体制を整1層 しています。

対応できる体制に係る周知を自局及び同―クループで十分に対応すること.ま た 地域の行政機関又は栞剤師会等を通 t′て十分

20 患者さんことに作成した栞剤服用歴 (栞鷹)(こ基づき 患者さんの1,用する医療用医薬品以外の医薬品 |=関 するものを含め 必
要な葉学的管理を行い 業の鵬用及び保管取扱いの注意に関し指導を行います.

22 管理葉剤師は別 ,こ 定められた十分な経験 ′́有します.
23 調当』従事者等の資躍向上のための研修体洵を事鶴しています.
24 常に黒軒の 「医薬品緊急安全性摯報り. ・安全 ■,栄報」. I医 薬品 医療機器等安全性情報」等の医薬品情報を取隼し.情報提イ■

26 -般用医薬品及び要指導医薬品等 (健康サポー ド薬局の属け出要件とされ ている48実効群)を取り扱つています .

31 在宅療養の支援に係る1職種やケアマネシャーこ連携を図っています .
32 莱物療法の安全性向上に資する事例の報告実績があり.副作用報告体制を整備しています。

34 他の保険薬局等との連携し,1常時 |こ ,,応 できる必要な体制を整備 しています.

36 2人以上の薬剤師が勁務し.無菌窒.ク リーン
^ン
チ又は安全キャビネットの議備を備え 注射案等の無菌的な製剤を行います .

37 多剤併用 重複授栞等の解消に係る取組の実績を有します,

39 電|"']:3録 をもつて41成された処方箋を受け付ける体市」を有しています .
40 電磁的記録による調剤録及び菜剤服用圧の管理の体制を有しています .

“

1 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しています .
42 オンライン資格確認システムを活用して調剤等を実施できる体制を有 します .
43 「第二種協定指定医療機師 として都道府県

“

事の指定を受けた屎険薬 1_3で す .

41 災害の発生時等において.他の保険薬局等との連携により非常時に必要な体制を′とっています.
45 情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき十分な体制か整備されていること.
46 保険医療機関が実施する方需 .出唾痺斉,の化学療宏に係るli″修会 1こ参

"』

している夕険薬剤師を配置して ,｀ ま ,.

47 服菜管理指導料の注13に 規定される (手帳の活用実績か少ない)薬局 |こ該当します .
48 かかつつ |十薬剤師と逗携 できる十分な経験を有 する保険案剤師を配置しています .
49 かかつつけ桑剤師指導料及びかかつつけ案剤師包括管理ヽに関する基準を満たす保険薬斉|1師 を配置していま,

「個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当薬局では、医療の透明化や悪者さんへの情報提供を積極的に推進 していく観点から、公資負担医

療の受給者で医療費の自己負担のない方を含め、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で

発行 します。

明細書には、調剤 した薬剤の名称等が記載されますので .こ 家族等の代理の方への発行も含めて、
明細書の発行をご希零されない方は、窓口にてその旨お中し出ください。

訪問薬剤管理指導の届出を行つている旨の掲示

当薬局の行つている訪問薬剤管理指導について
:例)10点 ‐100円 (3割負担の方は30円 、 1割負担の方は10円の負担です)

調剤報酬点数表 (令和 6年 6月 1日 施行 )

第4節 特定保険医療材料料

1

0円

開 局 時 間
平  日   :  ～   : |ザ 参 照

曜 日   :  ～   :
<夜間・休日等加算の対象時間>
平 日   :   ～    :

土曜日   :   ～   :
※日曜日及び国民の祝日、1月 2日、3日、12月 29日、30日、31日も
対象になります。
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指定居宅療養管理指導事業者 運営規程

(事業の目的)
第1条

という

営業時間とする。

とする。

おいて、

、それら

(運営の方針 )
第 2条
1.要介護者または要支援者 (以下、 「利用者」という)の意思および人格を尊重 し、常に
利用者の立場に立つたサービスの提供に努める。

2.地域との結びつきを重視 し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者そ
の他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

3 適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
・保険薬局であること。
・在宅患者訪問栞剤管理指導の届出を行つていること。
・麻薬小売業者としての許可を取得 していること。
・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、運携する他職種者 と相談するス
ペースを薬局内に確保 していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。

縦 業者の職種 、員数 )
第 3条
1.従業者について
・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険桑局の通常業務

等を勘案 した必要数とする。
2 管理者について
・常勤の管理者 1名 を配置する。但 し、業務に支障がない限 り、当薬局の管理者との兼務
を可とする。

(職務の内容 )
第 4条
薬剤師の行 う居宅療養管理指導等の提供に当たつては、医師および歯科医師の交付する
処方箋の指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握 し、継

続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者の ADLや QOLに 及ばしてい
る影響を確認 し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当

適切に行う。
訪問等により行つた居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、

処方医等および介護支援専門員、必要に応 じて他のサービス事業者に報告する。また、

療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合や、居宅介護支
援事業者等から求めがあった場合は、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等
に必要な情報提供または助言を行う。

(営業日および営業時間 )
第 5条
1 原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、
但 し、国民の祝祭日、年末年始 (  月  日～  月  日)を除く
2 通常、平日の   :  ～   :      曜日の   :  ～
3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。
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(通常の事業の実施地域 )
第 6条
1 通常の実施地域は、 法定で定められた範囲 の区 16苑とする。

(利用料その他の費用の額 )
第 8条
1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
2 利用料 (こついては、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサー
ビスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
3.居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通葵を実質徴収する。なお、自
動車を利用した場合は、以下の距離別徴」収額を基準 とする.
・片道    ～    踊       円
・片道     ～    如       円
・片道         購超      円

(緊急時等における対応方法 )
第 9条
1 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、
速やかに主治医等に連絡する。

(その他運営に関する重要事項 )
第 10条
1 当薬局は.社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会
を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
2 従業者は、業務上知 り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知 り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなつた後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契

約の内容とする。
4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家
族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は.当薬局と事業所の管理者との協
議 |こ基づいて定めるものとする。

本現程は 令和 6 年 4  月  1 日より施行する。

介護保険サー ビス提供事業者 としての掲示

当事業者の介護保険に関する取扱いは以下のとおりです。

1.提供するサービスの種類
居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導

2.営業日および営業時間
平
曜目:   :議戴参鐵χ   :
休 み :

※なお緊急時は上記の限りではありません。

※麻薬の薬剤管理の必要な方は、上記に 1割負担の方は100円、

2書1負担の方は200円、 3書ll負担の方は30暇がな1算されます、

※別に規定される地域等に所在する事業所がサービスを実施した

場合、上記に100分の10又は15が加算されます。

※別に規定される地域等に居住する方ヘサービスを実施した場合、

上記に100分の5が加算されます。

4.苦 情相談窓口
福岡県国民健康保険団体連合会 介護サービス相談室
(員ヨ言舌:  092-642-7859   FAX :  092-642-7857)
所轄の介護保険担当窓口 〔                  〕

(電話 :   ‐  ‐     FAXl          )

1割負担の方 2割負担の方 3割負担の方

単一建物居住者が 1人 518円/回 1′036円 /回 1′ 554円/回

単一建物居住者が2～ 9人 379円/回 758円 /回 1′ 137円 /回

単一建物居住者が10人以上 342円 /回 684円/回 1′ 026円/回

情報通信機器を用いる場合 46円/回 92円 /回 138円 /回

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する
掲示義務等

<在宅医療に係る交通費>
患家
^.の
移動に要した交通費は、東局からの往復交通費を実費徴収する。

なお、自動車を利用した場合は、以下の距離別徴収額を基準とする。
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<薬剤の容器代>
容器 1個につき HP参照 円を徴収

<患家へ調剤した医薬品の持参料>
患者様の都合・希望に基づく医薬品の持参料 _円
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番号 :

薬局名 :

住所 :

TEL:

管理薬剤師 :

開設者 :

福岡県知事指定介護保険事業所

第

HP参照

HP参照

HP参照

(有 )野間薬局 J―Front(株 )

福岡県薬剤師会 (2024in‐ 3)

口巧

3.利 用料金



調剤報酬点数表 (令和 7年 4月 1日施行 )
令和 7年 3月 12日、日本薬剤師会作成

項 目 届出 主な要件、算定上限 点 数

〇
一

○

イ)月 4′000回超 &上位3医療機関に係る合計受付回数の集中率70%超
□)月 2,000回 超 &集中率85%超
八)月 1′800回超&集中率95%超
二)特定の保険医療機関に係る処方箋が月4′ 000回超
※1.保険薬局と同一建物内の複数保険医療機関の受付回数は合算
※2.同一グループの他の保険薬局で集中率が最も高い保険医療機関が

1回につき
注1)妥結率50%以 下などは▲50%で算定

注2)異なる保険医療機関σ,複数処方箋の

同時受付、1枚目以外は▲20%で算定
45月景、

29月気、

○

同一グループの保険薬局の処方箋受付回数 (または店舗数)の合計
および当該薬局の集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局

イ)・ 月3.5万回超～4万回以下&集中率95%超
・月4万回超～40万回以下&集中率85%超
・月3.5万回超 &特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引
日)・ 月40万回超 (または 300店舗以上)&集中率85%超
,月 40万回超 (または 300店舗以上)
&特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引

八)・ 月40万回超 (または 300店舗以上)&集中率85%以下

イ)24′点

□)19点

ノヽ)35点

○

保険医療機関と特別な関係 (同一敷地内)&集中率50%超の保険薬局
※1.地域支援体制加算・後発医薬品調剤体制加算等は▲90%で算定
※2.薬学管理料に属する項目 (一部を除く)は算定不可
※3.1処方につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%で算定

5点

調剤基本料に係る届出を行つていない保険薬局

※1.調剤基本料の各種加算および薬学管理料に属する項目は算定不可

※2.1処方につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%で算定

3点

1分割調剤につき (1処方箋の2回目以降)

1分割調剤につき (1処方箋の2回目のみ)

占
〔
占
小

〇
＋

＋

＋

　

＋

一占
〔

一
〇

32′点

32′点

40′点、

○ 災害・新興感染症発生時等の対応体 | 5′点、

○ カロ写拿11 121′F気、、 2 128月軍、、 3 :30点

600回以下の保険薬局を除く ▲5点

在宅患者訪問薬剤管理指導料等24回以上、緊急時等対応、医療・衛生材料等 15点

○ 同加算 1の算定要件、①医療用麻薬 (注射薬含)の備蓄&無菌裂剤処理体制
または②乳幼児・小児特定加算6回、かかりつけ薬剤師24回 、高度管理医療機器ほか

50点

分割調斉」(長期保存の困難性等)

②調剤基本料2

○調剤基本料 3

④特別調剤基本料A

⑤ 特別調剤基本料 B

調剤基本料

①調剤基本料 1

〇

電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証 45%以上、マイナポ相談ほか、月1回まで
電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証 30%以上、マイナポ相談ほか、月1回まで
電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証 15%以上 ほか、月1回まで

点

点

点

1斉りにつき、3斉」分まで 24′点、

21点

190A景、

1調剤につき、3調剤分まで

7日 分以下 190点

8～27日分 190点

+10点 /1日分 (8日 目以上の部分 )
28日分以上 400点

:身寸薬 26′点、

ツト用薬 10点

杓服用滴剤 1調剤につき 10点

無菌製剤処理加算

中心静脈栄養法用輸液

抗悪性腫瘍剤

麻薬

〇 1日につき ※澄二身寸]終のみ
2以上の注射薬を混合
2以上の注射薬を混合 (生理食塩水等で希釈する場合を含む)

麻薬を含む2以上の注射薬を混合 ( ′′ )または原液を無菌的に充填

69点 (6歳未満 137点 )
79点 (6歳未満 147点 )
69点 (6歳未満 137点 )

麻薬等加算 (麻薬、向精神薬、覚醒剤原料、毒薬) 1調剤につき 麻薬 70点、麻薬以外 8点

自家製剤加算 (内服薬)

錠剤、丸剤、カフ
°
セル剤、散剤、顆粒剤、1キス剤

液剤

1調剤につき

錠剤を分割した場合は20/100に 相当する点数を算定 7日 分につき 20点、

45′点、

自家製剤加算 (屯服薬 )

錠斉」、丸斉」、カフ
°
セル斉」、散剤、栞貫オ立斉り、Iキス斉」

,夜斉」

1調剤につき

90景気、

45′点

自家製剤加算 (外用薬)

錠剤、トローチ斉」、車欠・石更膏斉」、人
°
ッフ
°
斉」、リニメント斉」、坐斉」

点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤

液剤

1調剤につき

90点
75′点

45月や、

1調剤につき ※内服栞・屯服薬・外用薬

35′点

45′点

80′点、

言十量混合議 」カロ隻筆

シ支斉」

散剤、顆粒剤

軟・硬膏剤

時間外等加算 (時間外、休日、深夜)
基礎額 =調剤基本料 (加算含)+薬 剤調製料 +無菌製剤処理加算
+調剤管理料

基礎額の100%(時間外)、
140%(休日)、 200%(深夜)

夜間・休日等加算

湯 薬

40点

②～⑤以外、または医療資源の少なし■也域に所在する保険薬局

処方箋受付回数および集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局

医療DX推進体制整備加算 2

在宅薬学総合体制加算 2

1

1

机 方 筆 琴 付 1同 |「つ青

内服薬

屯服薬

浸煎薬

薬剤調製料



第 2節 薬学管理料
項目 居 ,出 . 主な要件、算定上限 点数

調剤管理料

①内服薬あり

処方箋受付1回につき、薬剤服用歴の記録・管理

内服薬 1剤につき、3剤分まで
7日分 以下 4点、 8～14日分 26点
15～ 28日 分 50点、、29日分 以上 60′点

4点
処方変更あり 残薬調整以外 40点、残薬調整 20点

複数医療機関から合計6種類以上の内服薬が処方されている患者
初来局時 3点

2回日以降 (処方変更・追加)3点
1′点、

服薬管理指導料

① 通常 (②・③以外)

② 介護老人福祉施設等入所者

情報通信機器を使用

服薬管理指導料 (特例)

処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導
3カ月以内の再調剤 (手帳による情報提供あり)またはそれ以外 再調剤 45点、それ以外 59点
ショートステイ皇:( 月4回まで 45F

またはそれ以外 再調剤 45点、それ以外 59点
22′[

厚生労働大臣カ|ヾ定める特に安全管理が必要な医薬品 新たに処方 10点、指導の必要 5点
○ 抗悪性腫瘍斉| の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで 100点

5点

□)選定療養 長期収載品の選択)等の説明、対象薬の最初の処方時1回 10点
6歳未満の乳幼 曰ヽ 12点
医療的ケア児 (18歳未満) 350点

30′点

13点

処方箋受付1回につき、かかりつけ薬剤師との連携対応、かかりつけ薬剤師指導

料等の算定患者
59′点

3

〇 76万

22第

新たに処方 10点、指導の必要 5点
O 100点

5点

10点

巳 12月

医療的ケア児 18歳未満) 350点
30′点、

かかりつけ薬剤師包括管理料 ○ 処方箋受付1回につき 291点
外来服薬支援料 1 ヨ1回まで 185点

2 ―包化支援、,〕月晨薬のみ 34点/7日分、43日分以上 240点
入所中の患者を 司、施設職員と協働した服薬管理・支援、月1回まで 50′点、

服用薬剤調整支援料 1 125点

服用薬剤調整支援料 2 内服薬6種類以上→処方医への重複投薬等の解消提案、3月に1回まで
重複投薬等の解消の実績ありまたはそれ以外

実績あり110点、それ以外 90点

調剤後薬剤管理指導料
地域支援体制加算の届出を行つている保険薬局、月1回まで

1)糖尿病患者、糖尿病用剤の新たな処方または投薬内容の変更
2)慢性心不全患者、心疾患による入院経験あり

60′点

60′点
服薬情報等提供料 1 30′点

服薬情報等提供料 2 薬剤師が必要性ありと判断、文書による情報提供、月1回まで
イ)保険医療機関、日)リフィル処方箋の調剤後、八)介護支援専門員

20′点、

服薬情報等提供料 3 50′点
在宅患者訪問薬剤管理指導料

① 単一建物患者 1人

② 単一建物患者 2～9人

③ 単一建物患者 10人以上

○ 在宅療養患者、医師の指示、薬学的管理指導計画
ヽ

|

|

汁
|

リ

合わせて月4回まで (末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が

必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回 &月 8回まで)
保険薬剤師1人につき週40回まで (①～④合わせて)

650′点

320点
290点
59点

100点 (オンライン22点 )
〇 250点
6歳未満の乳ス〕児、オンラインの場合は処方箋受付1回につき 100点 (オンライン12点 )

450点  (オンライン 350′急)
○ 150点

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

① 計画的な訪問薬剤指導に係る疾患の急変

② ①・③以外

③ 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料

在宅療養患者、医師の指示、状態の急変等に伴う対応 ※新興感染症対応
ヽ 合わせて月4回まで (末期の悪性腫瘍の患者・注射による麻薬投与が
>必要な患者は、①②を合わせ原則として月8回まで)
り 主治医と連携する他の保険医の指示でも可

500点
200点

59点
オンラインの場f )は処方箋受付1回につき 100点 (オンライン22点 )

〇 250点
100点 (オンライン12点 )

18歳未満)、 オンラインの場合は処方箋受付1回につき 450′点 (オンライン 350点 )
○ 在宅中心静脈, (養法を行つている患者、オンライン不可 150点

夜間400点、休日600点、深夜 1′ 000点

三治医と連携する他の保険医の指示でも可、月2回まで 700点
100点

○ 250点
100点

医療的ケア児 18歳未満) 450点
○ 在宅中心静脈栄養法を行つている患者 150点

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
在宅患者訪問薬剤管理指導料または居宅療養管理指導費の算定患者
1)疑義照会に伴う処方変更、2)処方箋交付前の処方提案に伴う処方箋

残薬調整以外 40点、残薬調整 20点

経管投票支援料 初回のみ 100点
:宅移行初期管理料 在宅療養開始前の管理・指導、在宅患者訪問薬剤管理指導料等の初回に算定 230′点、

星院時共同指導料 入院中1回 (■ の悪性腫瘍の患者等は入院中2回)まで、ビデオ通話可 600点

オンライン資格確 認体 制 、1`年に1回まで

かかりつけ薬剤師指導料

抗悪性腫瘍剤の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで
イ)医薬品リスク管理計画に基づく指導、対象医薬品の最初の処方時1回まで

喘′日、または'慢 `1生閉塁 '性月蕨 思 の思 者 、3月に1回まで

オンラインの場合は処方箋受付1回につき

|クアツ呈 (18歳:未溝b)、 オンラインの場
`Nま

:処ラぢ鍾言うそイ寸1[]{[つき

療用麻薬持続注射療法を行つている思者



第 3節 薬剤料
項 目 主な要件 点数

使用薬剤料 (所定単位につき15円以下の場合)
′′  (所 定単位につき15円を超える場合)

:多剤投与時の逓減措置

薬剤調製料の所定単位につき 1点

10円又はその端衆 増すごとに1点

1処方につき7種類以上の内服薬、特別調剤基本料 A・ Bの保険薬局の場合 所定点数の90/100に相当する点数

第 4節 特定保険医療材料料
項 目 主な要件 点数

寺定保険医療材料 厚生労働大臣が定めるものを除く 材料価格を10円で除して得た点数

介護報酬 (令和6年 6月 1日施行分 )

項 目 主な要件、算定上限 単位数

居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費

① 単一建物居住者 1人

② 単一建物居住者 2～9人

③ 単一建物居住者 10人以上

《葉局の薬剤師の場合》
ヽ

た

J

合わせて月4回まで (末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が

必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回 &月 8回まで)

518準封立

379単イ立
342単イ立
46単位
100単t

医療用麻葉持続注射療法を行つている患者、オンライン不可 250L口 4

在宅中心静脈栄養法を行つている患者、オンライン不可 150単位

所定単位数の15%
所定単位数の10%
所定単位数の 5%



●保険外負担に関する事項

SK計量カップ 10ml・ 20ml 各 30円

滅菌済無地投薬瓶 30ml(40円 )。 60ml(40円 )。 100ml(50円 )。 200ml(70円 )。

300mI(100円 )。 500ml(140円 )

SK軟膏容器 B型 6ml(30円 )。 12ml(40円 )。 24ml(40円 )。 36ml(50円 )。

60ml(70円 )。 120ml(100円 )

15ml点鼻容器 60円

※価格に関しては納入価に応じて変更することがあります。

薬局名

野間薬局花見店

野間薬局花見店

野間薬局花見店

野間薬局花見店

野問薬局花見店

施設基準

調剤基本料 1

連携強化加算

後発医薬品調剤体制加算 3

医療DX推進体制整備加算

在宅患者訪間薬剤管理指導料

許可年月日

平成 30年 5月 1日

令和 6年 6月 1日

令和 6年 11月 1日

令和 7年 4月 1日

平成 30年 5月 1日


